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（趣旨）

国立大学法人埼玉大学学則第39条第３項及び第40条の規定に基づく単位修第１条

得の認定については、この規則の定めるところによる。

（成績の審査）

単位修得の認定は、試験、論文、研究報告等による。第２条

（単位の算定）

授業科目の単位は、45時間の学修をもって１単位と算定する。45時間の学第３条

修については、授業の方法、教育効果等を考慮して、事前準備学修、授業（講義、

演習、実験、実習又は実技）での学修及び事後展開学修に時間を割り振ることと

し、その割り振りは、次のとおりとする。

授業の方法 授業時間 事前準備・事後展開学修時間 計

15時間 30時間

講義及び演習

30時間 15時間

45時間

30時間 15時間
実験、実習

及び実技
45時間 0時間

２ １授業科目の単位の算定について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち２

以上の方法の併用により行う場合には、その組み合わせに応じ、前項に規定する

基準を考慮した時間をもって１単位とすることができる。

（合格の基準）

単位修得の評価は、グレードポイント（以下「ＧＰ」という。）により行第４条

い、１以上を合格とする。

２ ＧＰに対応する評語及び評価内容は、次のとおりとする。

ＧＰ 評 語 評価内容

４ Ｓ 到達目標を超え、全般的に特に秀で

ている

３．５ Ａ＋ 到達目標を超えており、部分的に秀



でている

３ Ａ 到達目標を超えている

到達目標に十分達しており、部分的２．５ Ｂ＋
に秀でている

２ Ｂ 到達目標に十分達している

到達目標に最低限達しており、部分
１．５ Ｃ＋

的にＢ以上の水準にある

１ Ｃ 到達目標に最低限達している

０ Ｄ 到達目標に達していない

０ Ｆ 到達目標の達成度を測る材料がない

（ＧＰＡの種類及び計算方法）

平均成績の評価は、ＧＰの平均値であるグレードポイントアベレージ第４条の２

（以下「ＧＰＡ」という。）による。

２ ＧＰＡの種類は、学期ＧＰＡ、学年ＧＰＡ及び積算ＧＰＡとする。

学期ＧＰＡとは、連続する２学期（第１学期及び第２学期又は第３学期及び第３

４学期を指す。以下同じ。）に履修登録した全ての授業科目のＧＰの平均を、学

年ＧＰＡとは、当該学年に履修登録した全ての授業科目のＧＰの平均を、積算Ｇ

ＰＡとは、入学時以後に履修登録した全ての授業科目のＧＰの平均をいい、それ

ぞれ次の計算式により算出し、小数点以下第３位を四捨五入する。

(1) 学期ＧＰＡの計算式

連続する２学期に(履修登録した授業科目のＧＰ×その授業科目の単位数)の総和
＝学期ＧＰＡ

連続する２学期に履修登録した単位数

(2) 学年ＧＰＡの計算式

当該学年に(履修登録した授業科目のＧＰ×その授業科目の単位数)の総和
＝学年ＧＰＡ

当該学年に履修登録した単位数

(3) 積算ＧＰＡの計算式

入学時以後に(履修登録した授業科目のＧＰ×その授業科目の単位数)の総和
＝積算ＧＰＡ

入学時以後に履修登録した単位数

４ 認定科目は、ＧＰＡ算出の対象としない。

（ＧＰＡ算出基準日）

ＧＰＡ算出基準日は、９月20日及び３月20日とする。第４条の３

（履修科目の登録）



学生は、定められた履修登録期間に、履修する授業科目を登録しなければ第５条

ならない。

（履修科目の登録の上限）

学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業要件と第５条の２

して学生が修得すべき単位数について、学生が履修科目として登録することがで

きる単位数の上限は、１年間に48単位、連続する２学期に24単位とする。ただし、

各学部は、学期ＧＰＡが優秀でない者に対し、次の連続する２学期において、単

位数の上限を下回る上限を設けることができる。

２ 各学部は、学期ＧＰＡが優秀な者に対し、次の連続する２学期において、前項

本文に定める上限を超えて、履修科目の登録を認めることができる。

（試験）

試験は、原則として学期末に行う。ただし、担当教員が必要と認めたとき第６条

は、随時行うことがある。

２ 試験の日割及び科目は、実施の１週間前に発表する。

病気その他やむを得ない事由により受験できないときは、診断書その他の第７条

証明書類を添付の上所属学部の長に追試験を願い出ることができる。

２ 前項の願い出は、当該試験日までに行うものとする。ただし、やむを得ない事

由により願い出ることができない場合は、当該試験日後１週間以内に願い出るこ

とができる。

３ 第１項の願い出があった場合には、所属学部の長は、審査の上これを許可する。

再試験は行わない。第８条

試験に不正行為のあった者は、その学期に係る全履修科目の単位を認定し第９条

ない。

（単位の取消）

授業料未納により除籍された者が、授業料未納期間に修得した単位は、第１０条

取り消す。

（雑則）

この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別第１１条

に定める。

附 則

１ この規程は、平成16年４月１日から施行し、平成16年度入学者から適用する。

ただし、編入学者及び再入学者については、当該年次の規程による。

２ この規程施行の際、前日から引き続き在学する者については、なお従前の例に

よる。

（平成17. 2.24 16規則197）附 則



この規程は、平成17年４月１日から施行する。

（平成19. 4. 1 19規則16）附 則

この規程は、平成19年４月１日から施行する。

（平成20. 3. 1 19規則97）附 則

この規則は、平成20年３月１日から施行する。

（平成20. 4. 1 20規則18）附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

（平成20. 6.26 20規則53）附 則

この規則は、平成20年６月26日から施行する。ただし、改正後の第８条の規定は、

平成21年度入学者から適用する。

（平成20.12.26 20規則111）附 則

１ この規則は、平成21年４年１日から施行する。

２ この規則施行の際、前日から引き続き在学する者（以下この項において「在学

者」という。）及び平成21年４月１日以降に在学者の属する年次に入学する者

（以下この項において「編入学者等」という。）については、なお従前の例によ

る。ただし、在学者及び編入学者等が平成24年４月１日以降に引き続き在学する

場合は、改正後の規定を適用する。

（平成21. 7.23 21規則40）附 則

この規則は、平成21年７月23日から施行する。

（平成22. 2.18 21規則63）附 則

この規則は、平成22年４月１日から施行する。

（平成23. 1.27 22規則62）附 則

この規則は、平成23年４月１日から施行する。

（平成23. 2.24 22規則63）附 則

この規則は、平成23年４月１日から施行する。

（平成25.12.19 25規則24）附 則

この規則は、平成26年４月１日から施行する。

（平成26. 5.22 26規則2）附 則

１ この規則は、平成27年４月１日から施行し、平成27年度入学者から適用する。

ただし、編入学者及び再入学者については、当該年次の規則による。

２ この規則施行の際、前日から引き続き在学する者については、なお従前の例に

よる。

（平成26. 7.24 26規則7）附 則

１ この規則は、平成27年４月１日から施行し、平成27年度入学者から適用する。

ただし、編入学者及び再入学者については、当該年次の規則による。



２ この規則施行の際、前日から引き続き在学する者については、なお従前の例に

よる。

（平成28. 2.18 27規則50）附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

（令和２. 3.26 元規則48）附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。

（令和５. 2.16 ４規則46）附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。


